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【解説】大雲院の創建・由緒に関わる「再発見資料」について

　

本
書
の
発
給
さ
れ
る
前
年
二
月
に
は
、
長
寿
院
の
山
号
を
与
え
る
文
書
が
発

給
さ
れ
て
お
り
（
箱
Ａ
－
５
）、
そ
れ
に
続
く
文
書
と
し
て
本
書
が
あ
る
。
長

寿
院
の
客
殿
や
護
摩
堂
の
建
立
を
伝
え
る
藩
主
池
田
光
仲
の
天
海
宛
書
状
（
箱

Ａ
－
９
）
も
こ
の
頃
の
文
書
と
見
ら
れ
る
。

　

な
お
、
本
書
の
筆
跡
は
花
押
に
至
る
ま
で
天
海
自
筆
で
は
な
く
、
東
叡
山
寛

永
寺
執
当
双
厳
院
豪
俔
の
筆
と
み
ら
れ
る
。
本
書
に
は
包
紙
が
あ
り
、
同
筆
で

「
掟
」「
長
寿
院
」
の
上
書
が
認
め
ら
れ
る
。

掟　
　

因
幡
国
鳥
取

　
　
　
　

松
岳
山
吉
祥
寺
長
寿
院

一
、
天
下
安
全
国
家
長
久
御
祈
祷

　
　

不
可
有
怠
慢
事

一
、
穴
太
一
流
密
教
可
有
執
行
事

一
、
住
持
職
非
其
器
量
者
堅
不

　
　

可
申
付
事

一
、
台
家
之
諸
出
家
行
儀
作
法

　
　

肝
要
可
申
付
事

一
、
不
遂
竪
義
幷
開
壇
、
紋
白
袈
裟
、

　
　

縹
帽
子
不
可
着
事

右
之
旨
堅
可
相
守
者
也

　
　

寛
永
十
七
年
五
月
日

山
門
三
院
執
行
探
題
法
印
大
僧
正
天
海
（
花
押
）

○
〔
毘
沙
門
堂
大
僧
正
公
海
称
号
〕（
乾
向
山
東
隆
寺
淳
光
院
）

　

因
州
東
照
宮
が
正
式
に
勧
請
さ
れ
る
前
月
、
八
月
十
七
日
に
毘
沙
門
堂
大
僧

正
公
海
が
「
乾
向
山
東
隆
寺
淳
光
院
」
の
称
号
を
東
照
宮
学
頭
坊
に
与
え
た
も

の
。
も
と
は
箱
Ａ
に
収
め
ら
れ
て
い
た
文
書
と
思
わ
れ
る
。

　

創
建
当
初
の
大
雲
院
は
、
淳
光
院
を
号
し
、
後
に
は
門
跡
寺
院
の
末
寺
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
院
室
号
を
用
い
た
。
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
に
は
院
室

号
を
据
え
置
く
常
院
室
に
代
わ
る
こ
と
に
な
る
が
、
院
室
号
の
な
い
期
間
は
本

書
に
あ
る
当
初
の
「
淳
光
院
」
を
用
い
た
。

　

東
照
宮
勧
請
に
際
し
て
、
江
戸
で
は
東
叡
山
寛
永
寺
に
お
い
て
東
叡
山
衆

百
二
十
名
の
僧
侶
と
日
光
山
本
院
の
僧
侶
ら
で
分
霊
の
開
眼
供
養
が
な
さ
れ

（
八
月
七
日
）、
本
書
の
八
月
十
七
日
は
十
四
日
間
に
わ
た
る
勤
行
の
只
中
に

あ
る
。
御
神
体
を
の
せ
た
神
輿
は
三
日
後
の
二
十
日
に
出
発
し
、
京
都
で
洪
水

の
難
に
見
舞
わ
れ
る
も
九
月
十
二
日
に
鳥
取
に
到
着
し
て
い
る
（
箱
22
-
１
）。

　

な
お
本
書
に
は
包
紙
が
あ
り
、
同
筆
で
「
称
号
」
の
上
書
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　

因
州
上
美
郡

東
照
宮　

学
頭
坊
称
号

　
　
　

乾
向
山

　
　
　

東
隆
寺

　
　
　

淳
光
院

　
　

慶
安
三
載
八
月
十
七
日

　
　

毘
沙
門
堂
大
僧
正
（
花
押
）

　

以
下
は
、
同
報
告
書
『【
一
】
歴
史
資
料
編
』
を
令
和
五
年
三
月
に
発
行
し

た
翌
年
、
改
め
て
発
見
さ
れ
た
大
雲
院
文
書
四
点
に
つ
い
て
の
補
遺
で
あ
る
。

　

同
文
書
四
点
は
（
以
下
「
再
発
見
資
料
」
と
仮
称
）
は
、
本
来
大
雲
院
に
お

い
て
、
箱
Ａ
、
箱
Ｄ
な
ど
に
管
理
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
、
同
文

書
群
に
お
い
て
は
、
創
建
の
経
緯
や
由
緒
を
語
る
上
で
最
も
重
要
な
文
書
の
う

ち
に
位
置
付
け
ら
れ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
度
、
国
指
定
重
要
文
化
財
「
仁
風
閣
」
の
一
室
で
、
長
年
に
わ
た
り
倉

庫
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
二
階
西
側
の
部
屋
「
侍
従
武
官
室
」
よ
り
確
認
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

国
指
定
重
要
文
化
財
「
仁
風
閣
」
は
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
に
創
建
さ

れ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
様
式
の
洋
館
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
保
存
修
理
工
事
の
た

め
、
令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
十
二
月
末
に
約
五
ケ
年
間
の
休
館
に
入
っ
た
。

年
が
明
け
る
と
修
理
保
存
工
事
に
向
け
て
館
内
に
所
在
し
た
明
治
時
代
の
調
度

品
ほ
か
雑
多
な
物
品
に
至
る
ま
で
の
一
切
を
外
部
、
す
な
わ
ち
市
歴
史
博
物
館

収
蔵
庫
や
市
の
管
理
す
る
倉
庫
な
ど
に
運
び
出
さ
れ
た
。
大
方
の
荷
物
の
運
び

出
し
を
終
え
た
令
和
六
年
（
二
〇
二
四
）
七
月
末
頃
、
仁
風
閣
の
諸
物
資
運
搬

の
担
当
責
任
者
よ
り
、
古
そ
う
な
記
録
が
段
ボ
ー
ル
箱
に
残
さ
れ
て
い
る
旨
の

報
告
を
受
け
、
中
身
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
四
点
の
重
要
文
書
を
確
認
す
る
に

至
っ
た
と
い
う
の
が
大
ま
か
な
経
緯
で
あ
る
。

　

想
定
外
の
場
所
か
ら
見
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
関
係
者
は
驚
き
と
安
堵
を
以

て
実
物
を
確
認
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
な
ぜ
仁
風
閣
に
残
さ
れ
て
い
た
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
授
受
・
借
用
に
関
す
る
記
録
を
残
し
て
い
な
い
の
で
確
か

な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
仁
風
閣
が
重
文
に
指
定
さ
れ
た
の
ち
、
展
示
公
開

施
設
と
な
っ
た
翌
年
の
昭
和
五
十
二
年
（
一
九
七
七
）
の
春
に
「
東
照
宮
社
宝

展
」
を
開
催
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
に
出
陳
さ
れ
て
、
返
却
に
至
ら
な

か
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
四

点
の
再
発
見
資
料
は
四
十
七
年
ぶ
り
に
大
雲
院
に
戻
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
仁
風
閣
」
は
空
調
設
備
の
な
い
外
気
の
影
響
を
受
け
や
す
い
環
境
で
は
あ

る
が
、
文
書
四
点
に
つ
い
て
は
目
立
っ
た
劣
化
現
象
は
み
ら
れ
な
い
状
態
で
あ

る
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

○
〔
慈
眼
大
師
御
条
目
〕（
松
岳
山
吉
祥
寺
長
寿
院
掟
書
）

　

大
雲
院
の
前
身
と
な
る
長
寿
院
に
充
て
ら
れ
た
寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）

の
山
門
三
院
執
行
探
題
を
冠
す
る
天
海
発
給
に
か
か
る
五
か
条
の
掟
書
。
も
と

は
箱
Ａ
に
収
め
ら
れ
て
い
た
文
書
と
思
わ
れ
る
。

　

元
和
・
寛
永
期
に
お
け
る
天
海
発
給
の
諸
山
・
寺
院
宛
の
法
度
書
は
、「
定
」

と
す
る
も
の
な
ど
、
比
較
的
多
く
残
さ
れ
て
い
る
が
、「
掟
」
と
す
る
も
の
は

現
在
確
認
さ
れ
る
も
の
は
本
書
を
含
め
五
・
六
点
の
よ
う
で
あ
り
、
ど
れ
も
天

海
晩
年
期
、
寛
永
十
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
同
類
の
文
書
に
は
、
箇
条
の
冒

頭
に
、
毎
月
十
七
日
の
東
照
大
権
現
御
法
楽
を
規
定
し
た
も
の
が
多
い
が
、
本

書
に
は
そ
れ
ら
の
項
目
が
な
い
。
全
体
と
し
て
箇
条
も
少
な
い
の
が
特
徴
で
、

自
明
で
あ
る
事
項
に
つ
い
て
の
省
略
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

大
雲
院
の
創
建
・
由
緒
に
関
わ
る
「
再
発
見
資
料
」
に
つ
い
て

伊　

藤　

康　

晴

解
説

図版１　慈眼大師御条目

図版２　毘沙門堂大僧正公海称号
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【解説】大雲院の創建・由緒に関わる「再発見資料」について

○
〔
池
田
光
仲
東
照
宮
社
領
知
判
物
〕

　

承
応
三
年
十
一
月
十
七
日
付
の
藩
主
池
田
光
仲
の
領
知
判
物
で
あ
る
。
署

名
・
花
押
は
藩
主
の
自
筆
と
見
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
本
書
の
写
し
が
箱
27
に
確
認
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ

り
、
既
刊
の
『
大
雲
院
資
料
調
査
報
告
書
【
一
】
歴
史
資
料
編
』
に
お
い
て
は

目
録
お
よ
び
口
絵
図
版
に
写
し
を
採
録
・
掲
載
し
て
い
た
が
、
本
書
は
そ
の
原

本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
来
は
本
書
に
付
随
し
て
作
成
さ
れ
る
「
目
録
」（
箱

Ａ
－
10
）
と
共
に
、
箱
Ａ
に
収
納
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
箱
Ａ
は
「
因
幡

東
照
宮
お
よ
び
別
当
寺
院
と
し
て
の
大
雲
院
の
創
始
・
由
緒
の
根
底
を
な
す
資

料
群
」
で
あ
る
（
同
報
告
書
箱
Ａ
解
説
）。
本
書
に
は
包
紙
が
あ
り
、「
東
照
宮

御
社
領　

淳
光
院
」
の
上
書
が
認
め
ら
れ
る
。

　

な
お
本
書
に
あ
る
東
照
宮
神
領
と
そ
の
領
知
が
設
定
さ
れ
た
上
美
郡
（
の
ち

邑
美
郡
）
富
安
村
に
つ
い
て
は
、
前
掲
報
告
書
【
一
】
収
載
の
「（
七
）
東
照

宮
神
領
の
な
り
た
ち
と
富
安
村
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

因
幡
国　

東
照
権
現
宮

　

為
御
社
領
同
国
上
美
郡

　

富
安
村
高
五
百
石
事

　

奉
所
寄
附
也
可
有
全

　

収
納
之
状
如
件

　
　

承
応
三
年
十
一
月
十
七
日　

光
仲（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

乾
向
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淳
光
院

○
〔
輪
王
寺
宮
執
達
状
〕（
大
雲
院
常
院
室
に
つ
き
）

　
『
摘
要
記
』（
補
223
）
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）
の
条
に
は
、
そ
の
年
の

十
二
月
に
「
常
院
室
願
記
有
之
」
と
あ
り
、
八
代
藩
主
斉
稷
に
よ
り
、
願
が
出

さ
れ
、
本
書
に
あ
る
よ
う
に
同
十
二
年
二
月
に
「
大
雲
院
之
旧
号
」、
す
な
ち

東
照
宮
の
孫
・
池
田
輝
澄
（
旧
山
崎
藩
主
）
の
法
号
を
常
院
室
に
す
る
旨
が
達

せ
ら
れ
た
。
大
覚
王
院
大
僧
都
願
海
・
大
恵
恩
院
大
僧
都
深
信
は
文
化
期
に
東

叡
山
寛
永
寺
執
当
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
。

　

な
お
本
書
は
箱
Ｄ
に
元
々
収
納
さ
れ
て
い
た
文
書
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る

が
、
明
治
時
代
以
降
に
包
紙
に
添
付
さ
れ
た
付
紙
の
記
述
か
ら
箱
Ａ
に
収
納
さ

れ
た
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
箱
Ａ
は
後
年
に
重
要
文
書
が

集
め
ら
れ
た
文
書
箱
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。

　

因
幡
国
邑
美
郡
鳥
取
乾
向
山
東
隆
寺
淳
光
院
者

東
照
宮
別
当
也
歴
代
之
国
主
皈
敬
異
他
因
茲

　

代
々
之
住
持
賜
当
門
良
家
之
号
之
処
、
今
般

　

依
国
主
源
斉
稷
朝
臣
懇
願
以
大
雲
院
之

　

旧
号
被
命
常
院
室
畢
者
愈

　

神
威
倍
増
之
精
修
国
家
豊
饒
之
悃
祈

　

不
可
有
怠
慢
之
旨
奉

輪
王
寺
一
品
大
王
鈎
命
執
達
如
件

　
　
　
　
　
　

大
覚
王
院
大
僧
都
願
海
（
花
押
）

　
　

文
化
十
二
年
二
月

　
　
　
　
　
　

大
恵
恩
院
大
僧
都
深
信
（
花
押
）

【
参
考
文
献
】

　
『
仁
風
閣
の
周
辺　

―
白
亜
の
洋
館
と
池
田
候
爵
家
の
あ
ゆ
み
―
』
国
重
要

文
化
財
仁
風
閣
発
行　

二
〇
〇
四
年

　

宇
高
良
哲
『
南
光
坊
天
海
の
研
究
』
二
〇
一
二
年

　

宇
高
良
哲
編
『
南
光
坊
天
海
関
係
文
書
集
』
二
〇
一
六
年

図版３　池田光仲東照宮社領知判物図版４　輪王寺宮執達状


